
宮前区防災推進員設置要綱

（目的）

第１条 区民の防災意識の向上を図ること等を目的として、宮前区防災推進員（以下｢防災推

進員｣という。）を設置する。

（防災推進員）

第２条 防災推進員は、宮前区の自主防災組織から推薦された者又は区長が適当と認めた者で

あって、次条に定める防災推進員養成研修を修了した者とする。

（養成研修及び登録証等）

第３条 区は、宮前区自主防災組織連絡協議会と連携し、防災推進員養成研修を実施する。

２ 防災推進員養成研修の内容は、次のとおりとする。

（１）災害の基礎知識

（２）川崎市の防災対策

（３）自主防災組織の活動

（４）防災推進員の役割

（５）その他防災推進員の活動に必要な事項

３ 区は、防災推進員養成研修を修了した防災推進員に対し、宮前区防災推進員登録証（第１

号様式）を交付し、宮前区防災推進員登録台帳（第２号様式）に登録する。

（防災推進員の役割）

第４条 防災推進員は、登録された所属する自主防災組織において、次の役割を担う。

（１）防災意識の向上を図るための普及・啓発活動

（２）防災情報の普及・広報

（３）防災出前講座の活用

（４）防災訓練における助言・指導・支援

（５）その他自主防災組織の実施する活動への助言・指導・支援

（区の役割）

第５条 区は、防災推進員に対して、適宜、防災行政に関する情報や防災資料の提供等必要な

支援を行う。

２ 区は、防災推進員相互の活動の情報共有等を図るため、宮前区防災推進員連絡会議を開催

する。

３ 区は、登録した防災推進員の情報を関係団体等に連絡する。

（自主防災組織の役割）

第６条 自主防災組織は、防災推進員の助言等について検討、協力し、防災推進員とともに、

地域の防災活動の推進を図る。

２ 自主防災組織は、災害の発生あるいは発生の恐れがある場合において、防災推進員を活用

するものとする。



（その他）

第７条 その他、この要綱に定めのない事項については、区長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２０年１１月２８日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年 ６月 ７日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和 ３年 ４月２０日から施行する。



（第１号様式）

（表）

（裏）

登録番号     第   号 

     所属名                   

氏 名                

上記の者は、 年度 宮前区防災推進員養成研修を修了 

したことを証明します。 

発行日     年  月  日 

川崎市宮前区長      印

（注意事項）

・ この登録証は、身分証明書ではありません。
・ 転居等により登録の内容に変更があった場合は、
宮前区役所へご連絡ください。

・ 区外への転出等住民票が宮前区から削除された際
は、登録証を返納ください。

  （問合せ）           
宮前区役所危機管理担当    
電話 ０４４－８５６－３１１４

95ｍｍ

65ｍｍ



（第２号様式）

宮前区防災推進員登録台帳 

番号 登録日 所属名 氏 名 住    所 電 話 備  考 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 

〒 

  宮前区 


